
ポスターの送付について 
 

日頃より、医療保険行政の推進にご協力いただき、厚く御礼を申し上げます。 
 本送付物は、医療機関・薬局に順次送付しております。 
 
 【同封物】 
・「医療機関・薬局における受付方法について」ポスター1 部                                                                           
        
【ポスター内容】 

令和６（2024）年 12 月２日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行し
ておりますが、12 月２日時点で有効な健康保険証は最⾧１年間（※）、引き続き使用できます。また、
12 月２日以降は、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方などには、従来の
健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付されており、これまで通り医療にかかることができま
す。 
 医療機関・薬局において、マイナ保険証ならびに、有効期限内の健康保険証や資格確認書でも受
付ができることを案内するポスターを作成しております。ぜひ、施設内で掲示していただき、マイ
ナ保険証の利用促進及び受付方法の周知にご活用ください。 
（※）有効期限が令和７（2025）年 12 月１日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はそ

の有効期限まで。   
 
 オンライン資格確認に関する各種周知物をご用意していますのでご活用ください  

同封いたしましたポスターの電子媒体については、下記 URL からダウンロードして使用することが
できます。また、厚生労働省ホームページでは、周知用素材も掲載しておりますので積極的にご活用
下さい。 

 
ポスターのダウンロードはこちら 
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001371373.pdf 
 
厚生労働省ホームページはこちらから 

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html 

 

 

 

 

 

※裏面に目視確認モードの改善に関するご案内資料がございます。ぜひご確認ください。 

 ＜送付元＞ 

厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課  

社会保険診療報酬支払基金  

＜お問い合わせ先＞ 

1. 医療機関等向け総合ポータルサイト： https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm 

2. オンライン資格確認等コールセンター：0800-080-4583（通話無料） 

（月～金（祝日を除く）：8:00-18:00、 土（祝日を除く）：8:00-16:00） 

3. オンライン資格確認等お問い合わせフォーム： 

 https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=com_med_inquiry 

 



 


